
■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉Ｇ

●市県民税（４期）
  ＜納期＞２月 29 日（月）

●国民健康保険税（８期）
  ＜納期＞２月 29 日（月）

税の納期（２月分）

１月１日現在（前月比）

■人　口 97,636 人（−������40人）
　　男 46,728 人（−������10人）
　　女 50,908 人（−������30人）
■世帯数 45,906世帯（−�� 25世帯）

＊住民基本台帳人口

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

２/ ９（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

２/10（水） 14:30 ～ 16:30 臨 床 心 理 士 に よ る
こ こ ろ の 健 康 相 談

２/16（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

樋 脇 ２/10（水）

9:30 ～ 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付・ 
健 康 相 談 （ 総 合 ）東 郷 ２/17（水）

祁答院 ２/18（木）

※受付時間

＊臨床心理士によるこころの健康相談、健康相談（成人・母子・総合）は要予約

高
齢
者
団
体
に
対
し　
　
　

市
の
施
設
使
用
料
を　
　
　

減
免
し
ま
す

　

高
齢
者
の
健
康
増
進
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
齢
者
団
体
が
市
の
施
設
を

使
用
す
る
場
合
、
施
設
使
用
料
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

　

減
免
を
希
望
さ
れ
る
高
齢
者
団
体

は
、
事
前
に
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
グ
ル
ー
プ
ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課
健
康
福
祉
グ
ル
ー
プ

（
鹿
島
支
所
は
市
民
福
祉
グ
ル
ー
プ
）

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
団
体
】＝
次
の
２
団
体
と
し
ま

す
。

①�

高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
よ
び
同

連
合
会
に
所
属
す
る
単
位
高
齢
者

ク
ラ
ブ

②�

任
意
の
高
齢
者
団
体

＊�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
会
員
が
10

人
以
上
在
籍
し
、
60
歳
以
上
の
高

齢
者
が
お
お
む
ね
４
分
の
３
以
上

を
占
め
る
団
体
で
、
高
齢
者
の
健

康
増
進
お
よ
び
介
護
予
防
に
役
立

つ
活
動
を
行
う
団
体

【
対
象
施
設
】＝
高
齢
者
の
健
康
増
進

や
介
護
予
防
活
動
が
可
能
な
施
設
で
、

高
齢
者
福
祉
施
設
、
体
育
施
設
、
会

議
室
な
ど
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

＊�

詳
し
く
は
、
高
齢
・
介
護
福
祉
課

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
減
免
割
合
】＝

①�

高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
よ
び
同

連
合
会
に
所
属
す
る
単
位
高
齢
者

ク
ラ
ブ
は
全
額
減
免

②�

任
意
の
高
齢
者
団
体
に
つ
い
て
は

３
割
減
免

＊�

た
だ
し
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
附
属
設

備
の
使
用
料
は
除
き
ま
す
。

【
申
請
受
付
】＝
３
月
10
日（
木
）か
ら

【
認
定
書
】＝
申
請
内
容
を
審
査
し
、

減
免
が
適
当
と
認
め
た
団
体
に
は

｢

高
齢
者
団
体
認
定
書｣

を
交
付
し
ま

す
。
公
共
施
設
の
使
用
申
し
込
み
の

際
に
、
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
Ｇ（
内
線
２
６
７
３
）

ハ
ン
セ
ン
病
補
償
金
の　
　

申
請
手
続
き
は　
　
　
　
　

３
月
31
日（
木
）ま
で

　

過
去
に
ハ
ン
セ
ン
病
に
か
か
っ
た

こ
と
の
あ
る
方
は
、
国
か
ら
補
償
金

（
和
解
一
時
金
）が
支
払
わ
れ
ま
す
。

＊�

亡
く
な
ら
れ
た
方
や
、
療
養
所
に

入
所
さ
れ
て
い
な
い
方
も
対
象
で

す
。

＊�

既
に
国
か
ら
補
償
金（
和
解
一
時

金
）を
受
け
取
っ
た
方
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

【
相
談
・
問
合
先
】＝

▼�

厚
生
労
働
省（
難
病
対
策
課
）

　

�

０
３（
５
２
５
３
）１
１
１
１　

　
（
内
線
２
３
６
９
）

▼�

法
律
事
務
所

　

０
９
８（
９
３
８
）４
３
８
１

▼�

公
益
財
団
法
人
沖
縄
県
ゆ
う
な
協

会

　

０
９
８（
８
３
２
）９
５
２
８

＊�

氏
名
公
表
、
自
宅
訪
問
な
ど
は
あ

り
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

＊�

電
話
で｢

ハ
ン
セ
ン
病
の
補
償
金

に
つ
い
て｣

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

担
当
者
が
対
応
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

お
よ
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

紛
失
時
の
対
応
に
つ
い
て

■�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
紛

失
時

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
を
紛

失
し
た
場
合
は
、
市
役
所
に
そ
の
旨

を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。（
電
話
ま
た

は
窓
口
）紛
失
届
は
、
市
の
窓
口
に

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
再
交
付
を
希
望
さ
れ
る
に

あ
た
り
、
事
前
に
最
寄
り
の
警
察
署

へ
遺
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■�

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
紛
失
時

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場

合
は
、
直
ち
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

連
絡
し
、
カ
ー
ド
利
用
の
一
時
停
止

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
役

所
に
も
紛
失
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。（
電
話
ま
た
は
窓
口
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
同

様
、
紛
失
届
は
市
の
窓
口
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
。

　

再
交
付
を
希
望
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

事
前
に
最
寄
り
の
警
察
署
へ
遺
失
届

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

カ
ー
ド
が
手
元
に
戻
っ
た
場
合
は
、

市
役
所
窓
口
で
、
一
時
停
止
解
除

の
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
遺
失
届
を
提
出
し
た
警
察

署
に
も
同
届
の
取
り
消
し
の
連
絡

を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

０
５
７
０（
７
８
３
）５
７
８

【
相
談
・
窓
口
】＝
本
庁
市
民
課
①
番

窓
口
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市

民
生
活
Ｇ（
鹿
島
支
所
は
市
民
福
祉

Ｇ
）

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
】＝

　

０
１
２
０（
95
）０
１
７
８

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
住
民
Ｇ

（
内
線
５
９
８
０
・
５
９
８
２
）

粒
子
線
が
ん
治
療
費　
　
　

利
子
補
給
事
業
に
つ
い
て

　

県
で
は
、
県
民
が
粒
子
線
治
療
を

受
け
や
す
い
環
境
を
整
備
し
て
い

ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
同
治
療
を
受

け
る
患
者
な
ど
が
、
そ
の
治
療
費
を

金
融
機
関
か
ら
借
り
受
け
た
場
合

に
、
利
子
の
一
部
を
助
成
す
る
も
の

で
す
。

＊�
粒
子
線
治
療
と
は
、
が
ん
の
放
射

線
治
療
の
ひ
と
つ
で
、
切
除
し
な

い
治
療
法
で
す
。

【
対
象
者
】＝
メ
デ
ィ
ポ
リ
ス
が
ん
粒

子
線
治
療
研
究
セ
ン
タ
ー（
指
宿
市
）

で
粒
子
線
治
療
を
受
け
、
そ
の
治
療

費
の
支
払
い
の
た
め
に
、
金
融
機
関

か
ら
借
り
入
れ
を
行
っ
た
患
者
本
人
、

ま
た
は
そ
の
家
族
な
ど

【
対
象
借
入
金
】＝
借
入
金
の
う
ち
粒

子
線
治
療
料
相
当
額（
限
度
額
２
８

８
万
３
０
０
０
円
）

【
利
子
補
給
率
】＝
６
％
以
内

【
利
子
補
給
期
間
】＝
５
年
以
内

【
そ
の
他
】＝
所
得
制
限
な
ど
あ
り

【
問
合
先
】＝

▼�

県
地
域
医
療
整
備
課

　

０
９
９（
２
８
６
）２
６
９
３

▼�

メ
デ
ィ
ポ
リ
ス
が
ん
粒
子
線
治
療

研
究
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口

　

０
９
９
３（
24
）３
４
５
６

本
市
の
情
報
を　
　
　
　
　

｢

Ｆ
Ｍ
さ
つ
ま
せ
ん
だ
い｣

で　

放
送
し
て
い
ま
す

　

｢

Ｆ
Ｍ
さ
つ

ま
せ
ん
だ
い｣

で
は
、
広
報

薩
摩
川
内
に

掲
載
さ
れ
た

情
報
な
ど
を
、

毎
日
、
次
の

時
間
に
放
送
し
て
い
ま
す
。

　

市
か
ら
の
情
報
や
イ
ベ
ン
ト
情
報

満
載
で
す
。
ぜ
ひ
、
視
聴
く
だ
さ
い
。

【
放
送
時
間
】＝

▼�

７
時
55
分
～
５
分
間

▼�

17
時
55
分
～
５
分
間

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
１
）

広
報
電
話
を　
　
　
　
　
　

活
用
く
だ
さ
い

　

左
表
の
情
報
が
い
つ
で
も
聞
け
る

よ
う
広
報
電
話
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

【
例
】�夜
間
救
急
当
番
医
を
調
べ
た
い

場
合

①���

０
１
２
０（
８や

９く

４し
ょ

）２に

５コ
ー
ル６
に

電
話
を
か
け
ま
す
。

②�

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
流
れ
ま
す（
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
流
れ
て
い
る
間
の
チ
ャ

ン
ネ
ル
選
択
も
可
能
で
す
）。

③�

＃
と
２
を
押
す
と
、
情
報
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊�

ダ
イ
ヤ
ル
式
電
話
ま
た
は
内
線
専

用
電
話
か
ら
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
２
）

【番組表】

＃１ 当番医（日曜日・休日）

＃２ 夜間救急当番医

＃３ 歯科医の休日診療

＃４ 水道サービスセンター

（23）5111　　（20）5570
（22）8115（直通）

（37）3111　　（37）2252

（44）3111　　（44）3117

（42）1111　　（42）0767

（55）1111　　（55）1021

（3）2311　　（3）2912

（2）0001　　（2）1490

（7）0311　　（7）0753

（4）2211　　（4）2672

（22）0119　　（20）3430

（20）8500　　（20）8512

■発　行
薩摩川内市（本庁）
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

閉庁日および時間外　   （23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（内線632）
　koho@city.satsumasendai.lg.jp
■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173

入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362

祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67

里支所　　　〒896-1192　里町里1922

上甑支所　　〒896-1201　上甑町中甑481-1

下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819

鹿島支所　　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10

消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1

水道局　　　〒895-0074　原田町22-10

＊甑島市外局番＝09969
■広報電話
     0120（894）256
＊夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。
■市ホームページ
　http://www.city.satsumasendai.lg.jp

＊音声案内後に内線番号を押してください。

やくしょ にコール

■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉Ｇ

市税などの滞納整理
　　　強化期間中 !!
●市税・国民健康保険税は、
　早めに納めましょう。

２月１日現在（前月比）

■人　口 97,618 人（−������18人）
　　男 46,736 人（＋���������8人）
　　女 50,882 人（−������26人）
■世帯数 45,878世帯（−�� �28世帯）

＊住民基本台帳人口

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

３/ ８（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

３/ ９（水） 14:30 ～ 16:30 臨 床 心 理 士 に よ る
こ こ ろ の 健 康 相 談

３/15（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

樋 脇 ３/ ９（水）

9:30 ～ 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付・ 
健 康 相 談 （ 総 合 ）

入 来 ３/10（木）

東 郷 ３/16（水）

祁答院 ３/17（木）

※受付時間

＊臨床心理士によるこころの健康相談、健康相談（成人・母子・総合）は要予約

お便り
募集

　

広
報
室
で
は
、
便
り
・
絵
手
紙
・

写
真
な
ど
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
身
近
な
出
来
事
な
ど
で

紹
介
し
た
い
・
伝
え
た
い
、
心
温
ま

る
話
な
ど
を
投
稿
く
だ
さ
い
。

【
投
稿
に
つ
い
て
】＝

▼
便
り
＝
字
数
２
０
０
字
程
度

▼
絵
手
紙
・
写
真
＝
題
名
を
記
入

＊�

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電

話
番
号
・
ペ
ン
ネ
ー
ム（
明
記
が

な
い
場
合
は
、
本
名
で
記
載
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
）を
明
記
の
上
、

広
報
室
ま
で
投
稿
く
だ
さ
い
。
文

章
は
、
必
要
に
応
じ
て
添
削
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊�

掲
載
さ
れ
た
方
に
は
、
竹
ノ
ー
ト

な
ど
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

【
投
稿
方
法
】＝
は
が
き
、
封
書
、
電

子
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接

【
投
稿
・
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
内

読
者
の
ひ
ろ
ば
係（
内
線
６
３
２
）

koho@
city.satsum

asendai.lg.jp

読
者
の

読
者
の

ひ
ろ
ば

ひ
ろ
ば

情報掲示板情報掲示板
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